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商工会がお悩みにあった
専門家を派遣します。

無 料 !!
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税 務 相 談 会 の ご 案 内 
令和７年分所得税・消費税の確定申告書等の書類は税務署から送付さ

れません。替わりに「確定申告のお知らせ」のハガキが届きますので、

商工会で申告を希望される方は相談時にそのハガキをお持ちください。 

申告書類が必要な方は、国税庁のホームページからダウンロードでき

ますのでご活用下さい。 

広島県央商工会による所得税・消費税の確定申告の相談日は下記の日

程で実施します。なお、青色申告会会員の皆様には個別にハガキでご連

絡させて頂きますので、ご確認の上、指定相談日時にご来会頂き申告に

必要な書類をご提出ください。相談日時等の変更を希望される方や日程

調整が困難な方等は、恐れ入りますが１月３０日（金）までに商工会へ

ご連絡ください。 

北部支所は、２月３日（火）から３月１６日（月）まで毎日開館致し

ますのでご利用ください。 

※２月１７日（火）は事業者交流会開催のため北部支所は午後から休館

致します。 

※３月２日（月）以降に書類をご持参された方は、通常料金とは別に、

３，３００円（税込）を頂くこととなります。 

※確定申告時期は、商工会館内の混雑が予想されることから、ご来会の

際は事前に電話にてご確認頂くなどのご協力をお願い致します。 

商工会 確定申告等相談対応日 

場所 開催期間 時間 地区 

広島県央商工会 

（本所）

２月３日（火）～ 

２月２７日（金）

９時～ 

１６時 
河内地区 

北部支所
２月３日（火）～ 

２月２７日（金）

９時～ 

１６時 

福富地区 

豊栄地区 

税理士 確定申告相談日

場所 開催日時 地区 講師 

広島県央商工会 

（本所） 

２月２４日（火） 
９時～ 

１６時 
河内 

菅川 

税理士 
３月 ３日（火） 

３月１１日（水） 

北部支所 

２月２５日（水） 

９時～ 

１６時 

福富 

・ 

豊栄 

菅川 

税理士 

２月２６日（木） 

３月 ５日（木） 

３月１０日（火） 

商工会には青年経営者・後継者が加入する青年部、事業に携わる女性

が加入する女性部があります。地域イベントへの出展や、商品開発、

視察研修等を通じて、人脈づくりや経営スキルの向上、地域貢献に対

する活動を行っております。ご興味のある方は、お気軽に商工会まで

ご連絡下さい。 

【加入条件】 

青年部 
商工会の会員資格を有する者（法人にあって
はその役員）又は、その親族であり、かつ会
員の営む事業に従事するものであって年齢
45 歳以下のもの

女性部 

商工会の会員資格を有する者（法人にあって
はその役員）又は、その親族であり、かつそ
の会員の営む事業に従事するもの

・青色申告６５万円控除を受けようとする場合は、申告書・決算書全

ての電子申告が必要となります。商工会で申告を希望される方は２

月２７日（金）までに、商工会へ申告に必要な書類・申告書・決算

書をご提出下さい。 

・消費税課税事業者の方は、売上及び経費に係る税率を１０％と８％

（軽減税率）に分けて、分かるようにしておいてください。 

・確定申告書にマイナンバーを記載する際や確定申告書を税務署へ提

出する際にマイナンバーカード又は個人番号確認書類（個人番号通

知書等）と本人確認書類の提示または提出が必要となります。つき

ましては、商工会を通じて確定申告書の作成・提出をされる方につ

いても、商工会職員がマイナンバー等を取り扱うため、以下の書類

のご提出が必要となります。 

➀特定個人情報の取扱いに関する同意書 

②業務委託契約書（※初めて商工会に確定申告作成を依頼される方）

③マイナンバーカード又は個人番号確認書類と本人確認書類 

（※e-tax で電子申告される場合はマイナンバーカードのご提出は

不要です） 

青年部 視察研修（神戸防災センター）

女性部 提案公募事業 新商品開発



《１月～３月行事予定》 ～確定分のみ掲載～

２月１６日（月） 所得税・消費税確定申告受付開始

２月１７日（火） 事業者交流会 （県央商工会本所２階）

３月１６日（月） 所得税確定申告書提出期限 

３月３１日（火） 消費税確定申告書提出期限

マル経融資 金利について 

令和８年１月５日現在のマル経融資の金利は２．３０％ です。

次回 会報発行予定 ３月下旬 

商工会会員サービス【記帳代行】のご案内 

毎日の記帳でお悩みの方 商工会が記帳、決算、申告等の作成をお手
伝いします。 

【毎日の記帳でお悩みの方】 

・人手不足で経理に手が回らない、販売や生産に人材をシフトしたい 

・起業したいけれど、経理が分からない 

・経理担当者が退職又は長期休業で、経理ができる人材がいない 

↓ ↓ ↓ 

商工会には専用の会計ソフトを利用した記帳代行サービスがありま

す。電子申告の場合、青色申告特別控除６５万円の控除が可能です！ 

【代行内容】 

・日々の入出金等の仕訳入力から各種帳簿の作成（記帳） 

・パソコン入力、帳簿・試算表等の作成、経営分析指導まで一貫して

代行いたします。 

【事業主の方は・・・】 

・事業主の方は日々の現金と預金の出入りを簡単な様式に記入し、毎

月１回程度請求書、領収書、預金通帳のコピーを商工会にご提出頂

きます。 

【記帳代行手数料（月額料金）】         （別途消費税） 

個人 5,500 円・7,500 円・8,500 円 
法人 6,500 円・8,500 円・9,500 円 

※年間仕訳数によって月額料金が変わります。 

※自主記帳ができる方向けの会計ソフトを利用したサポートも行って
おります。 

【お問合せ先】 広島県央商工会 TEL：082-437-0180

令和８年度税制改正大綱＊抜粋＊ 
消費課税  

〇インボイス制度導入に係る経過措置の見直し

・いわゆる２割特例の終了後も、個人事業者については、これまで２

割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の

３割とすることができる措置を２年に限り講ずる（令和９年及び令

和 10 年分）。※２割特例とは、インボイス制度の導入に伴い、免

税事業者からインボイス発行事業者（課税事業者）に移行した事業

者を対象とした特例措置。売上に係る消費税額の 80％を控除し、

残りの 20％を納税額として計算する。 

・免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期

限を２年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する（令和８年

10 月からは７割、令和 10 年 10 月からは５割、令和 12 年 10 月か

ら令和 13 年９月末までは３割）。１免税事業者ごとの年間適用上

限仕入額を１億円（現行：10億円）に引き下げる。 

個人所得課税 

〇ＮＩＳＡの拡充 

・次世代の資産形成支援として、ＮＩＳＡのつみたて投資枠の口座開

設可能年齢を０～１７歳に拡充する（口座保有者である子が０～17

歳である間については、年間投資枠は 60 万円、非課税保有限度額

は 600 万円）。 

※令和７年12月26日に閣議決定された令和８年度税制改正大綱の概

要を一部抜粋しています。大綱に基づき改正法案が国会審議で成立

した後、改めて関連情報をお届けします。 

◆無償譲渡財産 （商工会員以外の方も対象とさせて頂いております） 

（１）土地 所在：東広島市豊栄町鍛冶屋４４４番地７ 

地番：４４４番地７（２９８．０１㎡）、４４４番地９（１９４．３０㎡） 

地目：宅地 地積：４９２．３１㎡ 

（２）建物 所在：東広島市豊栄町鍛冶屋４４４番地７ 家屋番号４４４番地７ 

建築年度：昭和５５年度 構造：鉄骨造２階建 総建築延面積：４１２．８２０㎡ 

＊会館周辺の駐車場部分は東広島市所有の土地となりますので別途相談と

なります。 

お申込み及びお問合せ先

広島県央商工会 担当：平野 

TEL０８２-４３７-０１８０ FAX０８２-４３７-０２５０ 

受付時間：月曜日から金曜日（祝日除く） 

       午前９時から午後５時まで 

商業部会主催で事業者交流会を下記の内容で開催いたします。業務改

善助成金など各種制度のご紹介や実際に経営計画を策定された事業

者様より、計画作成のプロセスや成果についてお話いただきます。 

 また、貴重な情報交換の場となる交流会もご用意しておりますので、商

業部会の皆さまだけでなく、商工会員の皆さまどなたでもご参加下さい。 

日 時：令和８年２月１７日（火） 15：00～18：00

場 所：広島県央商工会２階講習会室 （１時間半説明会後交流会） 

会 費：1,000 円（当日徴収します） 定員：２０名 

申込方法：同封の案内文書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは商工会へ

お渡しください。 

お願い：アルコール等も準備しておりますので、お車の方はその点をご留意ください。

商工会会計ソフト MA-１の利用料金の改定について 

第１５回広島県央商工会総代会（令和５年度）において、広島県央商工会運営規約の一部改正（手数料徴収基準等）について上程され、令和６年

度から段階的に改訂を行っています。令和８年度から、商工会会計ソフト MA-１利用料金は年額 38,000 円（※消費税別）となります。 

 業種 令和６年度・令和７年度 令和８年度以降 

MA-１自計事業者への提供価格

（税別・年額） 

一般 ２８，０００円 
３８，０００円 

建設業 ３２，０００円 

これまで、自計（※ご自身で記帳入力を行う事業者の方）を推進する目的で、会計ソフトの利用料金を値下げして提供しておりましたが、「ネット de 記

帳」から「MA-１」に移行したことに伴い、県内全商工会統一の価格で提供する運びとなり、価格改定となりました。

広島県央商工会（旧）北部会館 無償譲渡のご案内


